
平成22年６月から 

子ども手当の支給が始まります 

平成22年６月から 

子ども手当の支給が始まります 

2広報せきかわ　2010・６月号 

　
中
学
校
を
卒
業
す
る
ま
で
の
子

ど
も
を
育
て
て
い
る
保
護
者
が
対

象
と
な
り
ま
す
。 

　
平
成
二
十
二
年
度
は
、
中
学
校

を
卒
業
す
る
ま
で
の
子
ど
も
一
人

に
つ
き
月
額
一
万
三
千
円
が
支
給

さ
れ
ま
す
。 

　
支
給
月
は
、
年
三
回
（
六
月
・

十
月
・
二
月
）
で
、
前
月
分
ま
で

の
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。 

　
子
ど
も
手
当
の
全
部
ま
た
は
一

部
を
受
給
し
な
い
で
、
村
の
子
育

て
支
援
事
業
に
活
か
し
て
欲
し
い

と
い
う
方
は
寄
付
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。 

　
手
続
き
な
ど
、
詳
し
く
は
住
民

福
祉
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。 

平成22年６月から 

子ども手当の支給が始まります 

　
平
成
二
十
二
年
四
月
か
ら
「
子
ど
も
手
当
」
が
創
設
さ

れ
ま
し
た
。 

　
こ
れ
に
伴
い
今
ま
で
の
「
児
童
手
当
」
は
平
成
二
十
二

年
三
月
末
で
終
了
し
、「
子
ど
も
手
当
」
に
代
わ
り
ま
し
た
。 

　
子
ど
も
手
当
は
、
次
世
代
を
担
う
子
ど
も
一
人
ひ
と
り

の
健
や
か
な
育
ち
を
社
会
全
体
で
応
援
す
る
た
め
の
制
度

で
す
。 

　
子
ど
も
を
安
心
し
て
生
み
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
社
会

に
な
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。 

　
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て

い
た
方
に
つ
い
て
は
申
請
の
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。 

　
た
だ
し
、
中
学
二
・
三
年
生
や

所
得
制
限
に
よ
り
こ
れ
ま
で
児
童

手
当
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
か
っ

た
子
ど
も
が
い
る
方
は
住
民
福
祉

課
へ
申
請
が
必
要
で
す
。 

　
ま
だ
申
請
を
さ
れ
て
い
な
い
方

は
、
必
ず
平
成
二
十
二
年
九
月
三

十
日
ま
で
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

申
請
後
は
、
四
月
ま
で
さ
か
の
ぼ

っ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。 

　
ま
た
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
場

合
な
ど
も
申
請
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
（
詳
し
く
は
次
ペ
ー
ジ
の
Ｑ

＆
Ａ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
） 



3 広報せきかわ　2010・６月号 

Ｑ
子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け

　
　
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な

　
　
手
続
き
が
必
要
で
す
か
？ 

 

Ａ
子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け

　
　
る
た
め
に
は
住
民
福
祉
課
へ

　
　
申
請
が
必
要
で
す
。
公
務
員

　
　
の
場
合
は
、
勤
務
先
へ
申
請

　
　
し
て
く
だ
さ
い
。 

       

Ｑ
現
況
届
を
提
出
す
る
必
要
は

　
　
あ
り
ま
す
か
？ 

 

Ａ
必
要
で
す
。
対
象
者
に
は
六

　
　
月
上
旬
に
現
況
届
を
送
付
し

　
　
ま
す
の
で
、
六
月
三
十
日
ま

　
　
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
た
だ
し
、
平
成
二
十
二
年
四

　
　
月
一
日
以
降
に
認
定
請
求
書

　
　
ま
た
は
額
改
定
認
定
請
求
書

　
　
を
提
出
し
て
い
る
方
に
つ
い

　
　
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
の

　
　
現
況
届
の
提
出
は
必
要
あ
り

　
　
ま
せ
ん
。 

 

Ｑ
他
市
区
町
村
に
転
居
し
た
場

　
　
合
、
新
た
に
子
ど
も
手
当
の

　
　
申
請
は
必
要
で
す
か
？ 

 

Ａ
必
要
で
す
。
転
居
先
の
市
区

　
　
町
村
で
申
請
が
必
要
と
な
り

　
　
ま
す
。 

 

Ｑ
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
場
合
は
、

　
　
ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
必
要

　
　
で
す
か
？ 

 

Ａ
住
民
福
祉
課
へ
「
子
ど
も
手

　
　
当
認
定
請
求
書
」
の
提
出
が

　
　
必
要
で
す
。
（
他
の
子
ど
も

　
　
が
既
に
受
給
対
象
と
な
っ
て

　
　
い
る
場
合
は
「
子
ど
も
手
当

　
　
額
改
定
認
定
請
求
書
」
の
提

　
　
出
が
必
要
で
す
） 

　
　
　
原
則
と
し
て
、
申
請
の
あ

　
　
っ
た
月
の
翌
月
分
か
ら
手
当

　
　
が
支
給
さ
れ
ま
す
。 

      

問
い
合
わ
せ
先 

　
　
住
民
福
祉
課
福
祉
保
険
班 

　
　
　
　
　
　
六
四
―
一
四
七
二 

　
支
給
対
象
児
童
は
、
こ
れ
ま
で

の
小
学
校
卒
業
ま
で
か
ら
中
学
校

卒
業
ま
で
に
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。 

児
童
手
当
と
の
違
い 

Ｑ
＆
Ａ
　教
え
て
！ 

子
ど
も
手
当 

所得制限 

対象年齢 

対象児童一人あた 
りの手当（月額） 

あり 

小学校卒業まで 

３歳未満と３人目以降…10,000円 
上記以外………………… 5,000円 

児童手当 
（平成22年３月分まで） 

なし 

中学校卒業まで 

一律　13,000円 

子ども手当 
（平成22年４月分以降） 

支給日 

平成22年 
６月10日 

平成22年 
10月８日 

平成23年 
２月10日 

 

平成23年 
６月10日 

  対　象　月 

平成22年２月～ 
　　　平成22年３月 

平成22年４月～ 
　　　平成22年５月 

平成22年６月～ 
　　　平成22年９月 

平成22年10月～ 
　　　平成23年１月 

平成23年２月～ 
　　　平成23年３月 

平成23年４月～ 
　　　平成23年５月 

総額（月額） 

児童手当分 
※対象者のみ 

26,000円 
（13,000円） 

52,000円 
（13,000円） 

52,000円 
（13,000円） 

26,000円 
（13,000円） 

現時点では未定です 

■平成22年度分の支給日と支給額（子ども一人につき） 

■ここが違う！児童手当と子ども手当 


